
磐田市文化財保存活用地域計画　修正箇所一覧表（令和6年9月2日現在）

№ ページ 行 修正前 修正後

1 15 下から７行目 （仮称）磐田市文化会館が令和４年度開館予定 磐田市民文化会館「かたりあ」が令和４年７月に開館し、

2 17 上から２行目 市指定文化財131件、計157件 市指定文化財138件、計164件

3 17 上から３行目 国登録有形文化財17件 国登録有形文化財24件

4 17 第1表 差し替え〔指定文化財件数修正〕

5 19 上から２行目 市指定文化財は131件 市指定文化財は138件

6 19 上から６行目 考古資料は５点あり、４点は古墳から 考古資料は７点あり、６点は古墳から

7 19 上から13行目 市指定史跡は9件 市指定史跡は10件

8 19 上から14行目 古墳2基のみ 古墳４基のみ

9 19 上から19行目 登録有形文化財は８か所・17件 登録有形文化財は11か所・24件

10 21 第２表 差し替え〔登録有形文化財追加〕

11 22 上から８行目 堂山３号墳 堂山３号墳（堂山古墳群（３号墳・４号墳）令和４年１月28日市指定文化財）

12 22 下から2行目 旧津倉家 旧津倉家住宅主屋・応接棟・土蔵（令和５年８月７日登録有形文化財）

13 23 上から４行目 4443件 4430件

14 23 第3表 差し替え〔未指定文化財件数修正〕

15 43 第24図 差し替え〔市指定文化財追加〕

16 45 第26図 差し替え〔登録有形文化財追加〕

17 46 第27図 差し替え〔市指定文化財追加〕

18 47 第28図 差し替え〔市指定文化財追加〕

19 48 第29図 差し替え〔市指定文化財・登録有形文化財追加〕

20 54 8行目 文化遺産総合活用推進事業等の 削除

21 54 ９行目 一部を残して 令和５年度で

22 59 下から４行目 旧津倉家 国登録有形文化財旧津倉家住宅

23 61 ５行目 指定文化財の映像記録作成を継続して行います。その後、 削除

24 61 第9表 事業№106「大塚古墳群測量・確認調査・報告書刊行」を追加

25 63 下から８行目 登録者が3,915人（令和３年２月末現在） 登録者が4,028人（令和６年７月末現在）

26 65 第10表　最終行重複 第10表　最終行削除

27 68 第11表 磐田歴史検定の実施 （令和５年より磐田検定）を追加

28 69 14行目 磐田歴史検定 （令和５年より磐田検定）を追加

29 71 下から１２行目 旧津倉家については、 国登録有形文化財旧津倉家住宅については、

30 71 下から11行目
国の登録有形文化財への登録もしくは市指定文化財の指
定を目指すと同時に、

削除

31 71 下から３行目 豊岡農村民俗資料館 （令和4年3月31日閉館）を追加

32 72 第12表
事業№59　旧見付学校保存活用計画作成
計画期間　令和３・４年

計画期間　令和3年から7年まで

33 72 第12表
事業№61　遠江国分寺跡再整備
計画期間　令和７年まで

計画期間　令和３年から11年まで

34 77 第13表
事業№68　旧見付学校保存活用計画作成
計画期間　令和３・４年

計画期間　令和3年から7年まで

35 77 第13表 事業№107「登録有形文化財の保存・活用の推進」を追加

36 77 第13表 事業№108「歴史的建造物調査」を追加

37 78 下から１０行目 旧津倉家 国登録有形文化財旧津倉家住宅

38 79 ２行目 旧津倉家 国登録有形文化財旧津倉家住宅

39 79 下から1行目
旧津倉家がありますが、指定や登録などの措置は行ってい
ません。

旧津倉家は、令和５年８月７日に国登録有形文化財に登録されました。

40 81 第14表 事業№109「歴史的建造物修理に対する補助制度の調査研究」を追加

41 81 第14表 事業№110「登録有形文化財の保存・活用の推進」を追加

42 90 上から18行目 「いわた大祭り」（19回）や「見付たのしい文化展」（17回） 「いわた大祭り」や「見付宿たのしい文化展」

43 90 下から12行目 旧津倉家 国登録有形文化財旧津倉家住宅

44 90 下から9行目 「福田町史懇談会」 「遠江福田懇談会」

45 91 第16表 その他民間団体等　豊岡郷土クラブ 削除

46 91 第16表 福田町史懇談会 遠江福田懇談会

47 91 第16表 「観光ボランティア　ふれあいガイドの会」追加

48 91 第16表 「とよおか学び舎」追加

49 93 第18表 欄外に※名簿は令和３年３月末現在を追加

50 93 第19表 欄外に※名簿は令和３年３月末現在を追加


